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５月 8日(月)より新型コロナが「５類」に引き下げられることもあり、コロナ渦から始めた園の検温票を 

4月頭から廃止しています。また、37度 5分以上の発熱等が認められた場合は、解熱後 24時間以上が 

経過し呼吸器症状が改善傾向となるまでは利用を控えるようご協力頂いていましたが、すでにコロナ渦前

の基準に戻しています。ただし、様々な症状がある中で登園の判断を問い合わせされることが多いので、 

登園の目安として、厚生労働省の「保育所における感染症対策ガイドライン」に沿った登園基準の表を作成

しました。下記の表の基準を守って登園してください。 

（感染症等の疑いがある場合は、できる限り医師にかかって下さい。登園停止、または条件によって登園 

停止の措置が必要と考えられる感染症については、入園児にお渡しした「園のしおり」の巻末の資料を参照

の上、登園届を提出してください） 

 

 

 


